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１ 格付け基準及び発注標準金額 

 

工種 
格付

等級 
総合数値基準 技術者要件 許可区分 

雇用

社会

保険 

発注標準金額 

土木

工事

一式 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

８１０点以上 

７３０点以上８１０点未満 

７３０点未満  

３人（１人） 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

加入 

２０００万円以上 

５００万円以上２５００万円未満 

７００万円未満 

建築

工事

一式 

Ａ 

Ｂ 

７２０点以上 

７２０点未満 

２人（１人） 

－ 

特定 

－ 
加入 

２５００万円以上 

２８００万円未満 

舗装

工事 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

８００点以上 

６８０点以上８００点未満 

６８０点未満 

２人 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

加入 

６００万円以上 

２００万円以上７００万円未満 

２５０万円未満 

水道

施設

工事 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

７００点以上 

６６０点以上７００点未満 

６６０点未満 

２人 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

加入 

２０００万円以上 

５００万円以上２５００万円未満 

７００万円未満 

注１） 総合数値は、建設業法第２７条の２３の規定に基づく経営に関する客観的事項の審査結果の

数値（客観数値）と主観数値を合計した数値とする。 

注２） 技術者要件及び許可区分は、資格審査の基準日（直前の決算基準日）現在のものとする。た

だし、茨城町内に本店を有する者に係る技術者要件については、入札参加資格審査申請時に

提出した技術者名簿により算出したものとする。 

注３） 技術者要件の（ ）書きは１級の技術者を示す。 

注４） 許可区分の「特定」は、建設業法第１５条に規定する特定建設業許可を示す。 

注５） 格付等級が前年度の格付等級の２等級上下位の等級になる場合は、当該格付等級の１等級上

下位の等級に格付けする。（町内業者のみ該当） 

注６） 新規に入札参加の資格を得た工種について格付けをする場合は、当該格付等級の１等級下位

の等級に格付けする。（町内業者のみ該当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



２ 主観数値の評点方法 

評点項目 評点基準 評点数値算定方法 

工事成績 

格付対象工事の種類毎の工事成績及び

工事件数（入札参加資格審査を行う年度

の前２年度の工事の施工成績の平均点数

及び工事件数とする。この場合において、

建設共同企業体（以下「JV」という。）が

完成した工事の点数及び件数は、当該 JV

の各構成員の数値として取り扱うものと

する。） 

１ 平均点数が７０点を超える者につ

いては、次式により算出する数値（だ

だし、最大１０点とする。） 

（平均点数－７０）×（工事件数の立方根） 

２ 平均点数が７０点未満である者に

ついては、次式により算出する数値

（ただし、最大－１０点とする。） 

（平均点数－７０）×（工事件数の立方根） 

注）平均点数は小数点第２位以下切捨

てとし、工事件数の立方根は小数点

第３位以下切捨てとし、これら算出

した数値は、小数点以下切捨てとす

る。 

工事表彰 

経歴 

 格付対象工事の種類毎の茨城町優良工

事表彰規程（平成 21 年茨城町規程第７

号）に基づく受賞件数（入札参加資格審

査を行う年度の前５年度に竣工し、表彰

対象となった工事件数とする。この場合

において、JVが受けた受賞件数は、当該

JV の各構成員の件数として取り扱うも

のとする。） 

 表彰の受賞実績がある者について

は、次式により算出する数値 

  

 受賞件数×１０  

指名停止 

経歴 

茨城町建設工事等請負業者指名停止等

措置要領（平成６年茨城町要領第１号）

に基づく指名停止件数（入札参加資格審

査を行う年度の前２年度における件数と

する。この場合において、JVが受けた指

名停止件数は、当該 JVの各構成員の件数

として取り扱うものとする。） 

１ ２週間の指名停止を受けた実績の

ある者については、次式により算出

する数値 

  指名停止件数×（－５） 

２ ２週間を超え１箇月以下の指名停

止を受けた実績のある者について

は、次式により算出する数値 

  指名停止件数×（－１０） 

３ １箇月を超え６箇月未満の指名停

止を受けた実績のある者について

は、次式により算出する数値 

  指名停止件数×（－１５） 

４ ６箇月以上の指名停止を受けた実

績のある者については、次式により

算出する数値 

  指名停止件数×（－２０） 

建設業労働 

災害防止協

会加入状況 

申請日現在における建設業労働災害防

止協会への加入状況（茨城町内に本店を

有する者に限り、申請に基づき加点す

る。） 

加入している者に対して５点を加え

る。 

災害協定 

締結状況 

申請日現在における災害時応急対策活

動協定の締結状況（茨城町内に本店を有

する者に限り、申請に基づき加点する。） 

協定を締結している者に対して５点

を加える。 

 


